
議 第 ３ ９ 号  

 

会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ８ 年 （ ２ ０ ２ ６ 年 ） ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩     

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 条

例 第 １ ７ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 事 務 補 助 の 項 月 額 の 欄 中 「 １ ５ ３ ， ６ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ８ ， ７

０ ０ 円 」 に 、 「 １ ６ ３ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「 １ ６ ８ ， ８ ０ ０ 円 」 に 、 「 １

７ １ ， １ ０ ０ 円 」 を 「 １ ７ ６ ， ８ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 表 技 術 職 の 項 中  

「  

169,700円  8,029円  1,147円  

179,600円  7,884円  1,367円  

192,400円    

225,500円  10,626円  1,527円  

                       」 を  

「  

175,400円  8,029円  1,206円  

185,600円  8,148円  1,413円  

198,800円    
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233,000円  10,983円  1,721円  

                       」 に 改 め 、 同 表 相

談 ・ 指 導 職 の 項 中  

「  

1 6 8 , 7 0 0円    

1 9 7 , 0 0 0円  8 , 7 4 3円  1 , 5 3 8円  

2 1 8 , 2 0 0円   1 , 7 1 0円  

2 7 8 , 4 0 0円  1 1 , 4 4 8円  1 , 9 3 0円  

3 5 2 , 2 0 0円    

                       」 を  

「  

1 7 4 , 3 0 0円    

2 0 3 , 6 0 0円  9 , 0 3 7円  1 , 5 8 9円  

2 2 5 , 5 0 0円  1 1 , 1 7 2円  1 , 7 6 7円  

2 8 7 , 6 0 0円  1 4 , 3 1 5円  2 , 0 4 5円  

3 6 3 , 9 0 0円    

                       」 に 改 め 、 同 表

施 設 の 長 等 の 項 月 額 の 欄 中 「 ２ ０ ７ ， ８ ０ ０ 円 」 を 「 ２ １ ４ ， ７ ０ ０

円 」 に 改 め 、 同 表 技 能 職 の 項 月 額 の 欄 中 「 １ ６ ９ ， ７ ０ ０ 円 」 を 「 １

７ ５ ， ４ ０ ０ 円 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

会
計

年
度

任
用

職
員

の
報

酬
等

に
関

す
る

条
例

（
令

和
元

年
９

月
２

４
日

条
例

第
１

７
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
２
条
、
第
８
条
、
第
８
条
の
２
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
、
第
８
条
、
第
８
条
の
２
関
係
）
 

職
種
 

職
務

の
級
 

標
準
的
な
職
務
 

月
額
 

日
額
 

時
給
 

事
務
補

助
 

１
級
 

定
例
的
な
事
務
の
補
助
又
は
窓
口

業
務
に
従
事
す
る
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

15
8,
70
0円

 
7,
52
5円

 
1,
07
5円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

事
務
の
補
助
又
は
窓
口
業
務
に
従

事
す
る
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
も
の
 

16
8,
80
0円

 
8,
00
3円

 
1,
08
3円

 

３
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
窓
口
業
務
に
従
事
す
る
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

17
6,
80
0円

 
 

 

技
術
職
 

１
級
 

保
育
業
務
の
補
助
又
は
専
門
員
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
（
以

下
「
専
門
員
等
」
と
い
う
。
）
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

17
5,
40
0円

 
8,
02
9円

 
1,
20
6円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

専
門
員
等
又
は
教
育
業
務
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

18
5,
60
0円

 
8,
14
8円

 
1,
41
3円

 

３
級
 

保
育
業
務
の
主
担
当
、
高
度
の
知

識
経
験
を
必
要
と
す
る
教
育
業
務

の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

19
8,
80
0円

 
 

 

職
種
 

職
務

の
級
 

標
準
的
な
職
務
 

月
額
 

日
額
 

時
給
 

事
務
補

助
 

１
級
 

定
例
的
な
事
務
の
補
助
又
は
窓
口

業
務
に
従
事
す
る
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

15
3,
60
0円

 
7,
52
5円

 
1,
07
5円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

事
務
の
補
助
又
は
窓
口
業
務
に
従

事
す
る
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め

る
も
の
 

16
3,
40
0円

 
8,
00
3円

 
1,
08
3円

 

３
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
窓
口
業
務
に
従
事
す
る
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

17
1,
10
0円

 
 

 

技
術
職
 

１
級
 

保
育
業
務
の
補
助
又
は
専
門
員
若

し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
（
以

下
「
専
門
員
等
」
と
い
う
。
）
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

16
9,
70
0円

 
8,
02
9円

 
1,
14
7円

 

２
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

専
門
員
等
又
は
教
育
業
務
の
職
務

そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

17
9,
60
0円

 
7,
88
4円

 
1,
36
7円

 

３
級
 

保
育
業
務
の
主
担
当
、
高
度
の
知

識
経
験
を
必
要
と
す
る
教
育
業
務

の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も

の
 

19
2,
40
0円
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改
正
後
 

改
正
前
 

４
級
 

医
療
業
務
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

23
3,
00
0円

 
10
,9
83
円
 

1,
72
1円

 

５
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

医
療
業
務
又
は
相
当
高
度
の
知
識

経
験
を
必
要
と
す
る
教
育
業
務
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

38
5,
00
0円

 
 

2,
78
0円

 

相
談
・

指
導
職
 

１
級
 

指
導
員
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

（
以

下
「

指
導

員
等

」
と

い

う
。
）
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

17
4,
30
0円

 
 

 

２
級
 

相
談
員
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

（
以

下
「

相
談

員
等

」
と

い

う
。
）
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

20
3,
60
0円

 
9,
03
7円

 
1,
58
9円

 

３
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

指
導
員
等
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

22
5,
50
0円

 
11
,1
72
円
 

1,
76
7円

 

４
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

相
談
員
等
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

28
7,
60
0円

 
14
,3
15
円
 

2,
04
5円

 

５
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
相
談
員
等
の
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

36
3,
90
0円

 
 

 

施
設
の

長
等
 

１
級
 

施
設
の
副
所
長
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

21
4,
70
0円

 
  

  

４
級
 

医
療
業
務
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

22
5,
50
0円

 
10
,6
26
円
 

1,
52
7円

 

５
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

医
療
業
務
又
は
相
当
高
度
の
知
識

経
験
を
必
要
と
す
る
教
育
業
務
の

職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の
 

38
5,
00
0円

 
 

2,
78
0円

 

相
談
・

指
導
職
 

１
級
 

指
導
員
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

（
以

下
「

指
導

員
等

」
と

い

う
。
）
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

16
8,
70
0円

 
 

 

２
級
 

相
談
員
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
職

（
以

下
「

相
談

員
等

」
と

い

う
。
）
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

19
7,
00
0円

 
8,
74
3円

 
1,
53
8円

 

３
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

指
導
員
等
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

21
8,
20
0円

 
 

1,
71
0円

 

４
級
 

高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と
す
る

相
談
員
等
の
職
務
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
も
の
 

27
8,
40
0円

 
11
,4
48
円
 

1,
93
0円

 

５
級
 

相
当
高
度
の
知
識
経
験
を
必
要
と

す
る
相
談
員
等
の
職
務
そ
の
他
規

則
で
定
め
る
も
の
 

35
2,
20
0円

 
 

 

施
設
の

長
等
 

１
級
 

施
設
の
副
所
長
又
は
こ
れ
に
相
当

す
る
職
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定

め
る
も
の
 

20
7,
80
0円

 
  

  

4



 

改
正
後
 

改
正
前
 

技
能
職
 

１
級
 

調
理
業
務
の
補
助
又
は
労
務
の
補

助
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

17
5,
40
0円

 
8,
02
9円

 
1,
14
7円

 

（
略
）
 

 

技
能
職
 

１
級
 

調
理
業
務
の
補
助
又
は
労
務
の
補

助
の
職
務
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

も
の
 

16
9,
70
0円

 
8,
02
9円

 
1,
14
7円

 

（
略
）
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